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社会保障国民会議 最終報告 
平成 20 年 11 月４日 

 社会保障国民会議 
 
 
 １ 最終報告の位置付け  
 

社会保障国民会議は、社会保障のあるべき姿と財源問題を含む今後の改革の方向につい 
て、国民目線で議論する場として、内閣総理大臣の下に本年１月に設置された。 

以来、今日まで約 10 ヶ月、会議の下に置かれた３つの分科会を含め、合計で 31 回にわた

る会議を重ね、社会保障を巡る様々な課題について精力的に議論を行ってきた。 
この間、５月には公的年金の財政方式に関するシミュレーションを公表し、６月には中間報

告をとりまとめたところである。 
中間報告においては、今後の社会保障が進むべき道筋として、「制度の持続可能性」ととも

に「社会保障の機能強化」に向けての改革に取り組むべきことを提起した。 
本最終報告は、中間報告及び中間報告において積み残した課題を中心に中間報告後に行

った議論を含め、これまでの会議における全体の議論をとりまとめたものである。 
 
 
 ２ これからの社会保障 ～ 中間報告が示す道筋 ～  
 
１ 社会保障国民会議における議論の出発点 
 
（１） 国民の安全と安心を支える社会保障 

社会保障制度は、私たちの暮らしを支える最も重要な社会基盤。国民の期待に応えられ

る社会保障制度を構築することは、国家の基本的な責任のひとつである。 
 

（２） 時代の要請・社会の変化に応える社会保障 
社会保障制度を、持続可能なものとしつつ、経済社会の様々な変化にあわせて、その機

能を強化していかなければならない。 
 

（３） 全ての国民が参加し支える、国民の信頼に足る社会保障 
社会的な相互扶助の仕組である社会保障制度は全ての国民にとって必要なもの。給付の裏

側には必ず負担がある。国民にはサービスを利用する権利と同時に制度を支える責任があ
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る。 

 

（４） 国と地方が協働して支える社会保障 

社会保障制度の構築と現場での運用の両面において、国と地方公共団体がそれぞれの責

任を果たしながら対等の立場で協力し合う関係を築くことが重要である。 

 
２ 社会保障改革の基本的視点 

2000 年以降の医療・年金・介護などに関する一連の「社会保障構造改革」により、社会保障

制度と経済財政との整合性、制度の持続可能性は高まった。 
しかしながら、今日の社会保障制度は、少子化対策への取組の遅れ、高齢化の一層の進行、

医療・介護サービス提供体制の劣化、セイフティネット機能の低下、制度への信頼の低下等の

様々な課題に直面している。 
「制度の持続可能性」を確保していくことは引き続き重要な課題であるが、同時に、今後は、

社会経済構造の変化に対応し、「必要なサービスを保障し、国民の安心と安全を確保するため

の「社会保障の機能強化」」に重点を置いた改革を進めていくことが必要である。 
 
３ 社会保障の機能強化のための改革 
 
（１） 社会保障の制度設計に際しての基本的な考え方 

① 自立と共生・社会的公正の実現   
私たちの社会は、個人の自助・自律を基本とし、一人一人の安全と安心は、相互の助け 

合い・連帯によって支えられている。社会的な連帯・助け合いの仕組である社会保障制度

は、「所得再分配の機能」を通じて、給付の平等・負担の公平という「社会的公正」を実現す

るものである。 
② 持続可能性の確保・国民の多様な生き方の尊重   

団塊世代が 75 歳になる 2025 年以降を見通し、長期にわたって持続可能な制度の構築 
を追求する必要がある。同時に、社会保障制度は、人々の暮らしや価値観の変化に対応し 
た制度であるべきであり、個人の職業選択、就労形態や生き方の選択によって制度の適 
用、給付や負担に不合理な格差が生じるようなことがあってはならない。 

③ 効率性・透明性   
社会保障制度は効率的で、簡素で分かりやすいものであることが必要である。 

④ 公私の役割分担・地域社会の協働   
公的な支えである社会保障制度とともに、一人一人が地域社会の一員として様々な地域 

社会の支え合い・助け合いの仕組に参加し、共に支え合っていくことが重要である。 
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⑤ 社会経済の進歩・技術革新の成果の国民への還元   
技術革新の成果がサービスの効率化や質の向上に活かされることが必要である。 

⑥ 給付と負担の透明化を通じた制度に対する信頼、国民の合意・納得の形成 
    ライフステージの各段階で、自分の人生設計と社会保障がいかに密接に関わりあって 

いるかを分かりやすく明示されることは、社会保障に対する理解を深め、制度への信頼 
や改革への合意、必要な負担への納得を形成していく上でも非常に重要である。 

⑦ 当事者として国民全体が社会保障を支えるという視点の明確化   
社会保障制度においては、国民一人一人が給付・負担の両面で社会保障の当事者であ

り、社会保障の給付を受けサービスを利用する権利があると同時に社会保障制度を支え

ていく責任を負っている。制度運営に参加することも国民の権利であり責任でもあり、その

実現が図られるよう政府は常に最大限の努力をすべきである。 
 

（２） 社会保障を支える基盤の充実 
① 安定的な経済成長の確保 

    社会保障は国民生活の安定を通じて経済を支え、経済は社会保障を支えている。安定

的経済成長に寄与することは、結局は社会保障制度自身の基盤を支えることにつながる。 
② 現役世代の活力の維持・強化 

    社会保障の支え手である現役世代の活力を可能な限り維持し強化していくことが不可欠。

若者・女性・高齢者など、働く意思のある人は誰もがその能力を伸ばし、社会で発揮できる

ようにしていくこと、将来に希望を持って安心して働けるよう、雇用機会、能力発揮機会を拡

大することが重要である。さらに自助努力を促進する観点から現役時代の金融資産蓄積を

促進するための制度拡充も図るべきである。 
③ ユニバーサル社会の実現 

年齢や性別、障害の有無などにかかわらず、能力と意思のあるだれもが、その持てる

力を発揮して社会の担い手、支え手として社会活動に参画し活躍できる社会の実現が強く

望まれる。 
 

（３） 高齢期の所得保障 
高齢期の所得保障は、自らの勤労所得・財産所得・年金所得の適切な組み合わせが基

本になるが、現実には公的年金が高齢期の所得保障の柱となっている。改めて言うまでも

なく、公的年金制度の長期的な安定・給付水準の確保は重要な課題である。 
① 公的年金（基礎年金）の財政方式 

基礎年金制度の財政方式については、平成 21 年度からの基礎年金国庫負担の 1/2 へ

の引き上げ実施を前提に、基礎年金制度の財政方式について、現行社会保険方式、現行
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社会保険方式の修正案、税方式（複数案）について、客観的・中立的な定量的シミュレーシ

ョンを実施し、関連資料（バックデータ）とともに公表した。 
建設的な制度改革論議を行うためには、共通の土台となる客観的・実証的データに基づ

く議論が不可欠。このシミュレーション結果がそのような「共通の土台となる基礎資料」とし

て活用され、基礎年金の財政方式に関する議論がさらに深まることを期待する。 
② 未納問題への対応 

未納はマクロ的には年金財政に大きな影響を与えるものではないが、未納の増加（とそ

れによる無年金者・低年金者の発生）は、皆年金制度の理念を脅かす大きな問題。未納者

の属性を分析し、 
・低所得者についての免除制度の積極的活用 
・非正規雇用者・非適用事業所雇用者への厚生年金適用の拡大・雇用主による代行徴収 
・確信的不払者（多くは中高額所得者）に対する強制徴収の実施 

などの属性に対応した実効ある対策を早急に実施することが必要である。 
③ 無年金・低年金問題への対応 

現行の納付率で将来無年金者が大きく増大することは考えにくいとはいえ、将来にわた

って継続的に高齢者の一定割合（約２％）の無年金者は発生。未納対策の徹底とともに、

最近増加しつつある生活保護受給者の状況にもかんがみ、基礎年金の最低保障額の設

定、弾力的な保険料追納等の措置を検討すべきである。 
 

（４） 医療・介護・福祉サービスの改革 
① 医療・介護にかかる需要の増大 

75歳以上高齢者の増大・家族介護力の低下・地域のサポート力の低下等々により医療・ 
介護サービス需要は増大。需要に応えるサービス確保のための将来の財源確保が大きな

課題となることは不可避。 
② 不十分・非効率なサービス提供体制 

我が国の病院は、人的・物的資源の不足、非効率が指摘される一方で、救急医療問題、

地域医療の困窮、産科小児科医の不足など様々な課題に直面している。これらの課題に

対し現段階でできる緊急の対策を講じていくことが必要だが、同時に構造問題の解決への

取組が不可欠である。  
③ サービス提供体制の構造改革と人的資源・物的資源の計画的整備 

「選択と集中」の考え方に基づいて、病床機能の効率化・高度化、地域における医療機

能のネットワーク化、医療・介護を通じた専門職種間の機能・役割分担の見直しと協働体制

の構築、人的資源の計画的養成・確保など、効率化すべきものは思い切って効率化し、他

方で資源を集中投入すべきものには思い切った投入を行うことが必要であり、そのために
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必要な人的・物的資源の計画的整備を行うことが必要である。 
④ 診療報酬体系・介護報酬体系の見直し 

改革を実現していくためには、安定的な財源の確保・継続的な資金投入が必要だが、同

時に医療制度・介護制度内部での財源配分のあり方についての見直しも必要。診療報酬・

介護報酬体系そのもの、基本骨格のあり方にさかのぼった検討が必要である。 
⑤ 医療・介護に関する将来試算の実施 

あるべきサービスの姿はどのようなものなのか、そのことを明らかにしつつ、それを実

現し、維持していくためにはどれだけの費用（フロー・ストック）が必要なのかを推計する試

算を早急に実施。費用推計試算を踏まえ、財源の確保方策について検討を行う。 
 

（５） 少子化・次世代育成支援対策 
① 未来への投資としての少子化対策 

少子化は日本が直面する最大の課題。基本は、就労と結婚・出産・子育ての「二者択一

構造」の解決を通じた「希望と現実の乖離」の解消。「仕事と生活の調和の実現」と「子育て

支援の社会的基盤の拡充」を車の両輪として取り組むことが重要である。 
② 仕事と生活の調和の推進 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」、「仕事と生活の調和推進のための

行動指針」に基づき、全ての働く者について社会全体で働き方の見直しに取り組んでいくこ

とが必要である。 
③ 子育て支援サービスの充実 

１歳の壁、４歳の壁、小１の壁、小４の壁の解消など利用者視点に立ったきめ細かな運

用面での改善が必要。また、施策の担い手となっている市町村レベルでの取組の充実、省

庁間の連携の強化を図るべきである。 
④ 地域における子育て環境の整備 

地域の多様な主体が担い手となり、子ども自身の視点に立つとともに、親を一方的なサ

ービスの受け手とせずその主体性とニーズを尊重し、子育てが孤立化しないように、子ど

も自身と親の成長に寄り添う形で支援することが重要である。 
⑤ 少子化対策に対する思い切った財源投入と新たな制度体系の構築 

 大胆かつ効果的な財政投入を行ってサービスの質・量の抜本的拡充を図るべき。同時

に、現在様々な制度に分かれている子育て支援関係サービスを再構成し、一元的に提供

することのできる新たな制度体系の構築が不可欠である。  
 

（６） セイフティネット機能の強化 
社会保障制度が持つリスクヘッジ機能の強化、適時適切なサービス提供の実現という観
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点から、①高額療養費制度の改善（現物給付化など）、②低所得者対策の見直し（制度横断

的な改革）を行うべき。IT の活用や社会保障番号制の導入検討を積極的に推進すべきであ

る。 
 

（７） 制度に対する信頼の回復・国民目線に立った改革の実施 
① 公的年金制度への信頼回復 

現行制度に対する不信は、制度それ自体の問題というよりは制度運営に関わる国に対

する信頼の低下に起因する面が大きい。公的年金制度の信頼を回復させ、本来の機能を

十全に発揮させるためにも、国は、制度への信頼の回復のために総力をあげて努力すべ

きである。 
② 運用面での改善 

社会保障制度に関しては、大きな制度改革も重要だが、地方分権の視点に立ち、現行制

度の運用を改善することで解決できる課題も多い。運用改善で対応できる事項については、

本中間報告での指摘を踏まえて、政府において早急に対応すべきである（この点は「３．中

間報告後の議論」から生まれた提言についても同様である。）。 
                                                  
 
 ３ 中間報告後の議論  
 

中間報告においては、セイフティネット機能の強化の一環としての低所得者対策、現役世代

の活力の維持・強化のための能力開発政策、医療・介護のあるべき姿を実現していく観点から

の医療・介護費用のシミュレーションの実施、新しい次世代育成支援システムのあり方といっ

た論点が、なお引き続き議論を詰めていくべき論点として残された。 
中間報告以降、これらの論点について各分科会において議論が行われ、現行制度の問題

点と改善のための具体策について、次のとおり意見をまとめた。 
 
（１） 低所得者対策 

低所得者への就労支援を行う上で、日本経済の成長、特に中小企業での就労機会の拡

大が重要。また、地域ごとに雇用事情が異なることに応じたきめ細かな就労支援施策の実

施が必要である。 
施策実施に際しては、過去への反省も十分に踏まえ、施策効果を客観的に把握し施策の

改善に不断に反映させる恒久的な仕組を制度に組み込むべきである。 
若年層など現役世代が生活保護を受けざるを得ないときに、そこから抜け出す力をつけ

るための「ばね板」のような政策が必要。自立支援に向けたハローワーク、自治体の取組強
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化などに加え、就労インセンティブに配慮した運営や、能力開発が不十分で自立が困難な

若者について、基礎的なレベルの訓練や、ジョブ・カード制度の活用等による実践的な訓練

の機会の提供等が必要である。 
さらに、改正最低賃金法の趣旨に従って最低賃金を引き上げ、労働者の生活を下支えし

ていくことも重要である。 
低所得者対策として各社会保障制度ごとにきめ細かく負担軽減策が講じられているが、

制度ごとの体系がバラバラであり、複雑である。国民の視点からみて、分かりやすく利用し

やすいものとするよう制度を見直し、各制度の担当者が相互理解に努めるとともに、制度横

断的視点に立って、ワンストップサービスなど手続きの簡素化や負担の軽減、必要な事務

の効率化のための基盤整備(社会保障番号・カードの検討等)を進めるべきである。 
 
（２） 能力開発政策 

① 工程表と不断の施策改善の仕組 
中間とりまとめに記された施策の具体的な推進体制を整備し、工程表を作成して、早急

に実施すべきである。 
施策実施に際しては、過去への反省も十分に踏まえ、施策効果を客観的に把握し施策

の改善に不断に反映させる恒久的な仕組を制度に組み込むべきである。 
② 能力開発施策体制の強化 

職業能力訓練校等のコース・カリキュラムを介護などの今後一層成長が見込まれる分

野のウェイトを高めるよう見直すとともに、その内容も就労時に実際に求められる能力の

開発につながるものとするなど、就労ニーズに即した能力開発の実現に向け、至急かつ

継続的に取り組むべきである。 
職業能力開発施策は、教育、雇用保険を活用した職業訓練はもとより、生活保護との連

携をさらに強化する必要が大きい。また、地域毎に異なる産業・雇用の実態に即し、さら

に施策対象を明確化してきめ細かに対応する必要もある。したがって、国が全国的な視

点から引き続き責任を果たすことはもとより、地方への十分な財源の確保や、権限移譲も

含め、地方がより主体性を持ち、国・自治体・教育界・産業界が一体となって各分野の施

策を総合的・有機的に連動させかつきめ細かに実施運用できる体制を確立すべきであ

る。 
③ 職業生涯長期化に対応した能力開発 

高齢化が一層進展する我が国において、長期化する一人一人の職業生涯を持続可能

で充実したものとしていくための職業能力開発への支援を強力に進めるべきである。 
④ 若年時能力開発対策による社会保障の基盤強化 

若年時の能力開発の充実は、生涯にわたる安定した雇用の大前提となるものであり、
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低所得に陥らないようにするためにも重要である。そして、このことは雇用保険制度の支

え手の確保・充実にもつながる。若年能力開発対策によって、雇用保険制度の安定的な

運営を確保するとともに、社会保障制度ひいては我が国経済社会全体の基盤の強化を図

るべきである。  
 
(３） 医療・介護費用のシミュレーション 

今回の医療・介護費用のシミュレーションは、現状の医療・介護サービス提供体制の問題

点に関する中間報告での指摘を踏まえ、医療・介護サービスのあるべき姿を実現するとい

う観点から、サービス提供体制について一定の改革を行うことを前提に推計（シミュレーショ

ン）を行ったものであり、「医療・介護サービスのあるべき姿」を具体的に示して行った推計と

いう意味で、これまでになかった推計と言える。 
シミュレーションを実施するに当たってのポイントは、以下のとおりである。 
・ 必要な医療・介護サービスを確保する観点から、大胆な改革を行うことを前提とした。 
・ 改革シナリオにおいては、サービスの充実強化と効率化を同時に実施することとし、

改革の程度に応じた複数のシナリオを実施した。 
・ 経済成長、科学技術進歩、効率化要素等、医療費の伸びに影響を与える要因を適正に

織り込んだ。 
・ 2025 年での改革シナリオ達成を前提に、2025 年時点での推計結果を示し、併せて、

現在の財源構成を前提に、2025 年における必要財源の規模も試算した。 
シミュレーションの結果については、以下のとおりである（数値は経済前提Ⅱ―１、Ｂ２シ

ナリオに基づく改革を行った場合のもの）。 
・ 医療・介護提供体制について、 

：急性期医療の充実強化・効率化（急性期医療の職員数充実（現在の一般病床全体

の平均に比べ倍増の水準に引き上げ）、平均在院日数の短縮（現在の一般病床全体

の平均に比べ半減（現状20.3 日から 10 日へ））） 
：病院病床の機能分化（現状投影シナリオで一般病床133万床となるところ、急性期・

亜急性期・回復期リハビリ病床等に機能分化し、急性期67万床、亜急性期等44万床、

合わせて全体として現状程度の病床(約110 万床)で高齢化需要増に対応） 
：在宅医療・在宅介護の充実（訪問診療の充実、居住系サービスの充実等による居

住系・在宅介護利用者の増（現状から約43 万人/日の増）等） 
：マンパワーの充実確保（全体で現状の 1.7~1.8 倍に増加） 

を前提とするほか、 
・ 医療費全体について  

：経済成長や技術進歩に応じた伸びとともに、 
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：予防の強化による患者数減(外来患者約32 万人/日減) 
：医薬品・医療機器の効率化等の効率化（伸び率ケース①の場合） 

を見込んだ。  
・ 2025 年に、医療・介護費用は現状の 41 兆円（対 GDP 比 7.9%）が、現状投影シナリ

オで 85 兆円程度（10.8~10.9%程度）、改革シナリオ（Ｂ１～Ｂ３）で 91~94 兆円程度

（11.6~12.0%程度）。 
・ 追加的に必要となる公費財源については、現状投影シナリオで対ＧＤＰ比+1.4%程度、

改革シナリオ（Ｂ１～Ｂ３）で+1.8~2.0%程度。これを消費税率換算で見ると、現状投影シ

ナリオで 3%程度、改革シナリオ（Ｂ１～Ｂ３）で 4%程度。 
・ なお、途中年次（2015 年)時点で見れば、追加的に必要となる公費財源は、改革シナ

リオ（Ｂ１～Ｂ３）で対ＧＤＰ比+0.6~0.7％程度、消費税率換算では 1％程度。 
 

（４） 少子化対策の意義と課題 
少子化問題は、将来の我が国の経済成長や、年金をはじめとする社会保障全体の持続

可能性の根幹にかかわるという点で、最優先で取り組むべき「待ったなし」の課題である。 
本年６月の中間とりまとめでは、少子化対策は、将来の担い手を育成する「未来への投

資」として位置付け、就労と結婚・出産・育児の「二者択一構造」の解決を通じた「希望と現実

の乖離」の解消を目指し、①仕事と生活の調和、②子育て支援の社会的基盤の拡充を「車

の両輪」として取り組むことが重要としている。 
あわせて、我が国の家族政策関係支出が諸外国に比べて非常に小さいことから、「国が

責任をもって国・地方を通じた財源の確保を図った上で、大胆かつ効率的な財政投入を行い、

サービスの質・量の抜本的な拡充を図るための新たな制度体系を構築することが必要不可

欠」とされている。 
 
（５） 新たな制度体系構築に向けた基本的視点 

中間とりまとめで指摘した「新たな制度体系の構築」に関して、保育サービスのあり方や

育児休業制度の見直しについては、すでに専門の審議会において、年末に向けて議論が

始まっているところであるが、今後の議論に反映させていくため、以下のように課題を整理

した。 
① 仕事と子育ての両立を支えるサービスの質と量の確保等 

新たな制度体系構築に際しては、潜在的な保育サービス等の需要に対し、速やかにサ

ービス提供されるシステムとすることが必要。 
働き方の多様化、子育て支援ニーズの深化・多様化を踏まえ、提供者視点ではなく、子

どもや親の視点に立った仕組とすることが重要であり、良質なサービスをきちんと選べる
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仕組とする必要がある。また、病児保育などの多様なニーズへの対応も課題。 
サービス量の抜本的拡充のためにも、 

・ ニーズの多様化に対応した保育の必要性の判断の仕組（「保育に欠ける」という要件

の見直し） 
・ サービスが必要な人が安心して利用できるような保障の強化（権利性の明確化）を図り、

保育所と利用者が向き合いながら、良質で柔軟なサービス提供を行う仕組 
・ 民間活力を活用する観点からの多様な提供主体の参入 
・ 一定の質が保たれるための公的責任のあり方 

といった見直しの視点を踏まえつつ、専門の審議会において議論を深めていく必要があ

る。 
放課後児童対策について、制度面・予算面とも拡充する必要。 
身近な地域における社会的な子育て支援機能の強化が必要。 
育児休業制度については、短時間勤務制度など柔軟な働き方を支援することが重要。

あわせて、男性（父親）の長時間労働の是正や育児休業の取得促進などの働き方の見直

しが必要。その際、企業経営者の意識改革とともに、企業内保育施設設置に対する支援も

含め、企業にインセンティブを与えるような仕組も重要。 
縦割り行政を廃し、サービスを実施する市町村における柔軟な取組を可能とすることが

必要。 
② すべての家庭の子育て支援のあり方 

新たな制度体系の構築に当たっては、育児不安を抱える者への対応など、すべての子

育て家庭に対する支援をより拡充することが必要。 
安心して子どもを産むことができるための妊娠・出産期の支援の拡充が必要。 
母子家庭への支援、社会的養護を必要とする子どもや障害児など特別な支援を必要と

する子どもに対する配慮が必要。 
地域住民、NPO、企業など、多様な主体の参画・協働により、地域の力を引き出すこと

が必要。 
③ 国民負担についての合意形成 

少子化対策は社会保障制度全体の持続可能性の根幹にかかわる政策であり、その位

置付けを明確にした上で、効果的な財源投入を行うことが必要。 
国民の希望する結婚、出産・子育てを実現した場合の社会的コストの追加所要額は、昨

年末、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議報告において、1.5 兆円～2.4 兆円と

推計されているところ。 
また、同試算には含まれていないが、施設整備やサービスの質の維持・向上のための

コスト、社会的養護など特別な支援を必要とする子ども達に対するサービスの充実に要す
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るコスト、さらには児童手当をはじめとする子育てに関する経済的支援の充実も、緊急性

の高い保育をはじめとするサービスの充実の優先の必要性にも留意しつつ併せて検討す

べき。 
少子化対策は「未来への投資」として、国、地方公共団体、事業主、国民が、それぞれの

役割に応じ、費用を負担していくよう、合意形成が必要。 
 
 
 ４ 社会保障の機能強化に向けて  
 

今般、医療・介護費用に関する試算（シミュレーション）を行ったことで、中間報告において示

した基礎年金に関するシミュレーション、平成19 年12 月に政府においてとりまとめた「子ども

と家族を応援する日本」重点戦略会議報告とあわせて、社会保障の大宗を占める年金、医療・

介護、少子化対策に関して、それぞれの課題や改革の方向性、将来必要とされる財源の規模

について、具体的な姿が明らかになった。 
 
基礎年金制度については、財政方式を巡る議論があることから、国民会議では、現行社会

保険方式による場合と税方式による場合のそれぞれについて定量的シミュレーションを行っ

た。中間報告でも述べたが、建設的な制度改革論議を行うためには共通の土台となる客観

的・実証的データに基づく議論が不可欠であり、このシミュレーション結果がそのような「共通

の土台となる基礎資料」として活用され、基礎年金の財政方式に関する議論がさらに深まるこ

とを期待するものである。 
 
平成１６年の制度改革の効果により現行基礎年金制度の財政は安定しており、シミュレーシ

ョン結果からは、免除者の増大や納付率低下がマクロの年金財政に与える影響は限定的であ

ることが示された。いわゆる未納問題は現行制度最大の問題であるが、それはマクロの年金

財政の問題というよりは、未納の増加（とそれによる無年金者・低年金者の発生）が皆年金制

度の理念を脅かし、将来の低年金者・無年金者の増大によって国民皆年金制度の本来機能で

ある「全ての国民の老後の所得保障」が十全に機能しなくなることがより大きな問題であり、そ

の観点から、非正規労働者への厚生年金適用拡大や免除制度の積極的活用などの未納対策

の強化、基礎年金の最低保障機能の強化等が大きな課題となる。 
 
医療・介護サービスについては、社会の高齢化に伴い医療・介護サービスを必要とする人

が大きく増大していくことから、費用が今後急速に増えていくことは避けられない。他方で現在

の医療・介護サービスは様々な構造的問題を抱えていることが指摘されている。この点につ
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いて中間報告では、救急医療の問題、地域医療の困窮、産科小児科医の不足などの「当面の

緊急課題」について現段階で出来るだけの対策を講じていく必要性を指摘しつつ、同時に、こ

れらの問題の背景にある「構造問題の解決への取組」が不可欠である旨指摘した。 
今回の医療・介護費用に関するシミュレーションでは、中間報告で指摘されている現行制度

の様々な構造問題（サービスの不足・非効率な提供システムなど）について、サービスの充実

と効率化を同時に実施する改革を行い、「医療・介護サービスのあるべき姿」を実現した場合

の医療・介護費用について、大胆な仮定をおいて試算を行った。 
 
今回のシミュレーションの背景にある哲学は、医療の機能分化を進めるとともに急性期医療

を中心に人的・物的資源を集中投入し、できるだけ入院期間を減らして早期の家庭復帰・社会

復帰を実現し、同時に在宅医療・在宅介護を大幅に充実させ、地域での包括的なケアシステム

を構築することにより利用者・患者の QOL（生活の質）の向上を目指す、というものである。 
今回示されている医療・介護の将来費用推計は、そのような前提に立ち、一つ一つのサー

ビスの改革を積み上げて算定しているものであり、この哲学に基づいたサービス提供体制の

姿が実現されれば、現在の医療・介護とは格段に異なる質の高いサービスが効率的に提供で

きることになる。この点は、今回のシミュレーションを理解する上で非常に重要な点であり、で

きるだけ分かりやすく国民に示していく努力が求められる。 
  

また、もとより、このようなサービスの姿が実現されるためには、安定的な財源の確保のみ

ならず、サービス供給体制の計画的整備や専門職種間の役割分担に関する制度の見直し、

診療報酬・介護報酬体系の見直し、マンパワーの計画的養成・確保、サービス提供者間・多職

種間の連携・ネットワークの仕組の構築、サービスの質の評価など、制度面を含めたサービス

提供体制改革のための相当大胆な改革が実行されなければならない。 
その意味で、このような改革を実際に行っていくに際しては、実現されるサービスの姿を分

かりやすく国民に示し、国民的合意を得ながら具体的な改革の道筋（工程表）を明らかにし、一

つ一つ確実に改革を実現していくことが必要であることは言うまでもない。 
 
さらに、これらに「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示された、少子化対策の

充実を図った場合の費用試算を合わせれば、社会保障制度の大宗を占める年金、医療・介護、

少子化対策について、その機能を充実強化していく「実現すべき・目指すべきサービスの姿」

としてどのようなものがあり、それを実現していくために必要な将来の費用がどの程度のもの

であるのか、概ね明らかになる。 
これに、基礎年金国庫負担を1/3から1/2に引き上げるために必要な費用を加えれば、社会

保障の機能強化のために追加的に必要な国・地方を通じた公費負担は、その時点での経済規
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模に基づく消費税率に換算して、基礎年金について現行社会保険方式を前提とした場合には

2015年に3.3～3.5％程度、2025年に６％程度、税方式を前提とした場合には2015年に６～

11％程度、2025 年で９～13％程度の新たな財源を必要とする計算になる（経済前提Ⅱ―１

（医療の伸び率ケース①）、医療・介護B2 シナリオの場合）。 
 
社会保障を支える財源には、公費負担以外に保険料負担がある。年金保険料については、

平成16年改正により将来の保険料には上限が設定され、2017年度以降、厚生年金では18．

3％（労使折半）、国民年金では16900円（平成16年度価格）に固定される（なお、基礎

年金について税方式を前提とした場合には、企業や個人が負担している基礎年金相当分の

保険料負担はなくなることになる。）。 

医療・介護にかかる保険料負担については、今回のシミュレーションによるサービスの充実

と効率化を同時に実現することを前提とすれば、2025年段階で、現行と比較して対GDP比で

＋1.5~1.7%程度となる。 
  

また、制度に基づく給付・サービス以外に、国のみならず、地方自治体が様々な形で提供す 
る社会保障に関わる給付・サービスがある。地方分権、地域住民のニーズを踏まえた地域の 
実態に即したサービスの実施という観点からは、このような施策にかかる財源の確保をどの 
ように考えていくかも大きな課題となる。 
  

言うまでもなく、私たちの社会保障を守り、将来世代に負担を付け回しすることなく、信頼で

きる制度として次の世代に引き継いでいくためには、現在の社会に生きている我々国民がみ

な、年齢にかかわらず能力に応じた応分の負担に応じなければならない。 
  

社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとし、同時に必要な機能の強化を実現して

いくために、今回のシミュレーションの対象でない障害者福祉等を含め、あるべき給付・サー

ビスの姿を示し、それを実現していくための改革の全体像を明らかにしながら、必要な財源を

安定的に確保していくための改革に真剣に取り組むべき時期が到来している。 
速やかに社会保障に対する国・地方を通じた安定的財源確保のための改革の道筋を示し、

国民の理解を得ながら具体的な取組に着手すべきである。 
 
 
 ５ おわりに ～ 国民会議からのメッセージ ～  
 

いままで、社会保障に関し、国民が制度の哲学や理念、具体的運用などについてトータル
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に議論する場面は、残念ながらほとんどなかったと言えるであろう。 
社会保障制度は非常に国民に身近なものであり、国民は日常生活の様々な場面で社会保

障の給付を受け、サービスを利用しているにもかかわらず、また、少なからぬ負担を税や保

険料の形で負担しているにもかかわらず、その全体像がどうなっていて、制度の改革が個々

人の生活にどのように影響するのか、給付・負担両面での当事者としてきちんと関心を持って

議論に参加する場面は、なかなかなかったのではないだろうか。 
 
今般の社会保険庁の不祥事や長寿医療制度を巡る混乱は、極めて遺憾なことであり、国 
（厚生労働省）は自らへの国民の信頼回復のために総力をあげて努力すべきであることは

言を俟たないが、他方で、今回のことは、社会保障がいかに国民の日常生活に直接大きな影

響を持つ重要な制度であるかを、政治や行政当局、そして国民自身にも、改めて実感させるも

のであったということも言えるであろう。 
 

今後、社会の高齢化が進み、負担の増加が避けられない中で、社会保障の機能を強化し、

同時に安定的な持続できる制度にしていくためには、大胆な制度改革が不可避であり、その

ような改革を実現していくためには、サービスの利用者＝受益者であり、同時に負担者でもあ

る国民が、文字どおり当事者として議論に積極的に参加し、国民の目線で議論を進めていくこ

とが必須である。 
そのためにも、社会保障制度を、より分かりやすく、利用しやすいものにしていくとともに、

社会保障に関する情報・データの開示、国民一人一人のレベルで社会保障の給付と負担を分

かりやすく示すための社会保障番号制の導入検討を、国民の合意を得ながら積極的に進めて

いくことが必要である。 
 

社会保障国民会議は、10 ヶ月にわたり、現場の声、地域の声をできるだけ取り入れて議論

してきた。現行の社会保障が抱える問題点を指摘しつつ、社会保障の機能強化のための今後

の制度改正に向けた議論の土台を示し、社会保障国民会議は、この最終報告をもってその役

割を終えることになる。 
しかし、社会保障と国民のかかわりに終わりはない。当事者である国民の声が広く取り入れ

られるかたちで、この社会保障国民会議報告に盛り込まれた提案について、具体的な制度改

革の道筋を明らかにし、当事者である国民が運用面での改善が行われているか、制度改正

への取組が進んでいるか、引き続き監視し、意見を述べていくことは、この国の社会保障を守

り、立て直していくために欠かせない。 
 
社会保障は国民自身のものである。国民各位に、自身の社会保障を守るため、機会をとら
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 15

えて議論に参加していくことを願い、他方、行政には、国・地方を問わず、社会保障に関し国民

の参加を可能とする場を設けていくことを提案し、報告の結びとしたい。 
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社会保障国民会議 最終報告
参考資料（抜粋）
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保育等の子育て支援サービスに関する課題・背景と解決の方向性

課題

○ 希望しても認可保育所に入れない
○ きょうだいが別々の保育所になったり、

延長保育がどちらかにしか認められ
ない場合がある。

○ 年度途中の入所が難しく、育児休業
を切り上げざるをえない。

○ 保育所の入所の可否が分かる時期が
遅い。

○ サービス内容が、働く親のニーズに
合っていない。

（保育サービス等）

背景

○ 子どもが病気になっているときに預け
るところがない。

○ 子どもが病気のときに、休みを取りにく
い。

○ 保育所で子どもが病気になっても、
すぐに迎えに行けない

○ 認定こども園制度が普及していない。

○ 保育サービスの量が不十分であるため、以
下の問題が起こっている。

・ 認可保育所を利用できない、また、希望し
た保育所に入所できない

・ 年度当初に定員が埋まってしまう
・ 利用者の公平性を重視すると入所の可否

決定が遅くなる
○ 働き方が多様化している中で、保育所の入

所要件や開所時間が実態に合っていない
面がある。

解決の方向性

○ 病児・病後児保育サービスが不足している。
○ 看護休暇を取ることが難しい。

○ 認定こども園について、認定等に係る事務
処理や会計処理が複雑であるとの指摘が
ある。

○ 補助金申請等の一本化や、既存の財政支
援のあり方についての指摘。

○ 市町村における好事例（※）を収集・整理し、各自治
体に周知することにより運用の改善を促すことを検討。

※事項の候補

・ きょうだいの取扱い ・ 入所決定手続（予約制等）
・ 行事の開催 ・ 学校や放課後児童クラブとの関係に配慮した立地

○ 国・地方を通じた必要な財源を確保し、サービスの
質・量の抜本的拡充を図る。

○ 育児休業と保育の切れ目ない支援を行うため、家庭
的保育など保育サービスの提供方法の多様化を図る。

○ 新たな次世代育成支援の制度体系の構築の検討の
なかで、サービス提供の仕組みについて検討。

○ 国・地方を通じた必要な財源を確保し、サービスの
質・量の抜本的拡充を図る。

○ 体調不良児への対応等の充実を図るため、看護師
等の専門的職員の確保、実績も評価した補助に努め
る。

○ ファミリーサポートセンターと緊急サポートネットワー
ク事業の機能を見直し緊急サポート機能を拡充。

○ 使いやすい看護休暇制度の検討。

○ 現在実施している実態調査（6月とりまとめ）を踏まえ

た改善方策を夏頃を目途にとりまとめる。
○ 局長クラスの検討会議を発足済み。
○ 認定こども園制度のあり方について、総合的な検討
を行う。○ 利用を希望しても利用できない場合が

ある。
○ 保護者の就労をカバーできるだけの開

所時間の確保など、多様なニーズに
対応できるサービスの提供ができてい
ない。

○ １クラブ当たりの利用児童数が増加す
ることにより、特に大規模クラブにおい
て一人一人の子どもに目が行き届か
ない場合もある。

○ 両事業の連携が不十分

○ 多様なニーズに対応できるよう、各市町村における好
事例（※）を把握し、各自治体に周知することにより、運
用の改善を促すことを検討。

※ 事項の候補
・ 学校の余裕教室の活用 ・開所時間の延長
・ 小学校4年生以降の受入 ・長期休暇の対応

・ 放課後児童クラブと放課後こども教室との連携

○ 国・地方を通じた必要な財源を確保しサービスの質・
量の抜本的拡充を図る

○ 大規模クラブの規模の適正化を図る。

（放課後児童クラブ・放課後こども教室）

○ サービスの量が不十分であるため、
・ 希望しても利用できない場合がある
・ 多様なニーズに対応したサービス提供が難

しい
・ クラブにおいては支援の必要性の高い小

学校低学年の児童を優先せざるを得ない
・ 多くの児童を利用させるため、クラブが大規

模化する
といった問題が起こっている。

○ また、学校の余裕教室等の利用について、
学校側の理解が得にくい場合があることな
どから、両事業の連携が進んでいない。

○ 子育て世帯が地域から孤立化している。
○ 各種子育て支援サービスが住民に周知

されていない。
○ サービスの担い手としてのNPOの育成

が進んでいない。

○ 地域子育て支援拠点事業に関して、担い手を増やす
上で重要となる好事例の紹介や事業実施に向けた解説
を内容とする啓発用パンフレットを作成予定。

○ 次世代育成支援のための市町村及び都道府県後期行
動計画（平成22年度～5年間）の策定にあたり、多様な主
体の参画・協働による地域の子育て支援の推進につい
て、策定指針（本年夏目途に策定予定）に盛り込む方向
で検討中。

○ 国・地方を通じた必要な財源を確保しサービスの質・量
の抜本的拡充を図る

（地域における子育て支援）
○ 子育て中の親が気軽に相談等をできる

サービスの拠点が地域に不足している。
○ 子育て支援サービスの情報提供が不十分。
○ NPO等と行政の意識の差、人材育成や財

源確保等に課題があり、両者の協働が進
んでいない。

（注） 青・・予算に関連 緑・・制度改正 赤・・通達等で対応

○ 予約制の導入や兄弟姉妹の同じ保育所へ
の優先入所を推進するため、20年度中のでき
るだけ早期に、先進的な取組事例集を作成し、
自治体への周知を実施する予定。

○ ２１年度概算要求において、待機児童が多
い地域を中心とした重点支援、病児・病後児保
育の実施箇所数増、ファミリー・サポート・セン
ター事業における病児・病後児の預かりへの対
応等を推進。

○ 家庭的保育の制度化等を内容とする児童福
祉法等改正案を国会へ再提出予定。

○ 子の看護休暇制度を子どもの人数に配慮し
たものとする等の育児・介護休業法の見直しを
検討。

取り組み方針・状況

○ ２１年度概算要求において、「こども交付金」を
創設し、国・地方による幼稚園・保育所の枠組み
を超えた総合的な財政支援、交付金の申請・執
行の一本化等を推進。

○ 「認定こども園制度の在り方に関する検討会」
を10月に開催。

○ 地域子育て支援拠点事業の好事例等のパン
フレットを、本年秋に作成・配布予定。

○ 国会へ再提出予定である次世代法等改正案
の審議状況も踏まえ、多様な主体の参画・協働
等を盛り込んだ策定指針を公布予定。

○ ２１年度概算要求において、地域密着型の一
時預かり事業、地域子育て支援事業の拡充等
を推進。

○ 放課後児童クラブが利用者の視点に立った多
様なニーズに対応できるよう、20年度中のできる
だけ早期に、先進的な取組事例集を作成し、自
治体への周知を実施する予定。

○ ２１年度概算要求において、放課後児童クラ
ブ・放課後こども教室の設置促進、大規模クラブ
の解消、開所時間の延長等のための支援等を推
進。
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社会保障制度に関する
 

国民意識調査報告書

平成２０年１１月４日
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単一回答

複数回答

自由記述回答

分析軸のn数（回答者数）が、分析に耐え得る数を
満たしていない場合（本調査ではｎ=50未満とします）、

 
を表示しております。

 
この箇所については、あくまでも参考値としてご覧ください。

単一回答

複数回答

自由記述回答

分析軸のn数（回答者数）が、分析に耐え得る数を
満たしていない場合（本調査ではｎ=50未満とします）、

 
を表示しております。

この箇所については、あくまでも参考値としてご覧ください。
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2

1-1.調査概要

◆調査目的

 

：

 

社会保障制度の課題、今後のあり方について国民の意識を詳細に分析する

◆調査方法

 

：

 

インターネットWeb定量調査

◆調査対象

 

：

 

20歳以上

 

男女

◆エリア

 

：

 

全国

◆回答者数

 

：

 

2,000人

 

（内訳は人口動態構成比に極力近似）

◆調査項目

 

：

 

・社会保障制度に対する関心度/満足度

・満足している/緊急に取り組むべき分野

・社会保障制度の問題点

・各制度の給付と負担のバランスについて

・各制度の高齢者と現役世代の負担のあり方

・各制度における優先課題

・各制度の問題点/改善点

◆実査時期

 

：

 

2008年8月29日（金）～2008年9月1日（月）

◆調査機関

 

：

 

ヤフーバリューインサイト株式会社

20代 30代 40代 50代 60代以上 計

男性 147 183 154 176 304 964

女性 141 178 152 179 386 1,036

計 289 361 306 355 690 2,000

※平成19年10月1日現在

 

総務省

 

統計発表資料より性別、年代別の構成比に準じて割付
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3

「給付水準を保つために、ある程度の負担増加はやむを得ない」と
考える人が最も多く43%。大別すると、負担増について反対が37%、容
認が46%となっている。

現在の社会保障制度に対して「満足」・「まあ満足」と答えた人は8%に
とどまる。

「不満だ」と回答した人は35%で「やや不満だ」を含めると
全体の63%の人が不満を抱いている。

性別では、大きな差異はみられない。

60代以上で「満足」・「まあ満足」と答えた人は10%～20%と他世代より
も高め。
一方、30代～50代は7割近くの人が不満を抱いているという結果。

63.3 14.7 4.214.8 3.1

社会保障にはあまり期待しない 足りない部分は社会保障でみてもらいたい
なるべく社会保障に頼りたい その他

わからない

42.3 15.1 7.418.3 9.6 7.4

現役世代負担 双方の負担の増加 高齢者負担

現在のまま その他 わからない

22.7 42.7 8.214.7 3.7 8.2

負担を減らす 従来どおりの負担
負担の増加はやむを得ない 大幅な負担の増加もやむを得ない

その他 わからない

8.2 26.9 34.60.3 28.3 1.9

満足している まあ満足している どちらともいえない
やや不満だ 不満だ わからない

48.6 40.8 7.9 2.8

関心がある まあ関心がある あまり関心がない 関心がない

2-1. 社会保障制度総論について

関心度関心度

満足度満足度

社会保障制度総論

現在の社会保障制度に「関心がある」人は約半数の49%。
「まあ関心がある」を含めると、全体の89%の人が関心をもっている。

性別では、「関心がある」人は女性よりも男性の方が4ポイントほど高く
なっているが、「関心がある」・「まあ関心がある」の合計では、男性87%、
女性91%と女性の方が高くなっている。

年代別では、年代が高くなるほど関心も高くなる傾向。
「関心がある」・「まあ関心がある」の合計でみると、20代が78%に対して、
70代は97%と20ポイント近くの開きがみられ、世代間での関心度の差
が顕著。

給付と負担のバランス給付と負担のバランス

高齢者と現役世代の負担のあり方高齢者と現役世代の負担のあり方

社会保障制度のあり方社会保障制度のあり方

「高齢者と現役世代双方の負担の増加はやむを得ない」と考える人が
最も多く42%。

「基本的には自分でなんとかするが、足りない部分は社会保障で
みてもらいたい」と考える人が最も多く63%。
社会保障制度に頼りたいと考える人は、78%で8割近くにのぼっている。

全体(n=2,000)

全体(n=2,000）

全体(n=2,000）

全体(n=2,000）

全体(n=2,000）
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4

2-1. 社会保障制度総論について

各制度間の各制度間の満足満足度比較度比較

社会保障制度総論

各制度間の対策各制度間の対策緊急緊急度比較度比較

「年金制度」「医療制度」「介護制度」「雇用支援策」「少子化対策（子育て支援）」の5つの制度・支援策から2つずつランダムに提示し、“より
満足している分野”を選択してもらい、その評価とそれぞれの距離感を確認した。

最も満足度が高かったのは、「医療制度」で、次点の「雇用支援策」を大きく引き離している。

続いて、「少子化対策」、「介護制度」となり、最も満足度が低かったのは、「年金制度」であった。

同様に、5つの制度・支援策の中で2つずつランダムに提示し、“緊急に取り組むべき分野”を選択してもらい、その評価とそれぞれの距離感を確
認した。

上記、“満足している分野”において最下位であった「年金制度」が、対策を緊急に要すると考える分野としては、2番目の「医療制度」を大きく
引き離しており、満足感を得られないと同時に危機感をもっている様子。

一方、“満足している分野”でトップとなった「医療制度」は、ここでも2番目に位置しており、ある程度満足しているものの、なお取り組むべき課題
は残っているとの認識をもっている様子。

全体（n=2,000）

全体（n=2,000）

満足度

 

大

緊急度

 

大

0.0

年金制度 介護制度 少子化対策 雇用支援策 医療制度

0.0

雇用支援策 少子化対策 介護制度 医療制度 年金制度

＜※ここでの分析手法（Web一対比較評価法）については、P22～を参照。＞

軸上の「0.0」は回答者による選択率がちょうど５割であることを意味しており、「0.0」より右側が選択率が５割より高く、左側が５割より低いということを意味している。
つまり、「0.0」から右側に離れるほど、より多くの回答者がその選択肢を選んだことを表す。
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0.0

0.0

0.0

介護制度 少子化対策 雇用支援策 年金制度 医療制度

0.0

0.0

0.0

0.0

年金制度 少子化対策 介護制度 雇用支援策 医療制度

2-2.各制度間の満足度比較

 
年代別

年代別では、50代以下と60代以上で傾向が異なる。

50代以下では、「年金制度」の満足度が最も低く、年代が下がるにつれ相対的な満足度が下がるのに対し、60代以上では「年金制度」の満足

 
度が他分野に比べて高いことが特徴的。

社会保障制度総論

SB

満足度

 

大

雇用支援策（0.06）少子化対策（0.06）

■満足している分野_全体(n=2,000)

■20代（n=288)

■30代（n=361)

■40代（n=306)

■50代(n=355)

■60代(n=461)

■70代(n=200)

■80代以上(n=29)

0.0

年金制度 介護制度 少子化対策 雇用支援策 医療制度

＜※ここでの分析手法（Web一対比較評価法）については、P22～を参照。＞
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0.0

0.0

0.0

少子化対策 雇用支援策 介護制度 医療制度 年金制度

0.0

0.0

0.0

0.0

雇用支援策 介護制度 医療制度 少子化対策 年金制度

2-3.各制度間の対策緊急度比較

 
年代別

50代以下では、「年金制度」が緊急に取り組むべきものとして一番に挙げられている。

20代、30代の若年層では、「少子化対策」が「年金制度」に次いで対策が緊急に必要な分野と考えている。

「介護制度」「医療制度」については、年代が高くなるほど緊急に取り組むべきと考える人が多くなる。

社会保障制度総論

SB

緊急度

 

大

■20代（n=288)

■30代（n=361)

■40代（n=306)

■50代（n=355)

■60代（n=461)

■70代（n=200)

■80代以上（n=29)

■緊急に取り組むべき分野_全体（n=2,000)

0.0

雇用支援策 少子化対策 介護制度 医療制度 年金制度

＜※ここでの分析手法（Web一対比較評価法）については、P22～を参照。＞
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2-4.社会保障制度の問題点

 
年代別

どの年代においても「制度の内容に非効率やムダがある」と考える人が最も多く、全体と同様の順で項目が並んでいる。

「制度の内容に世代間の不公平がある」、「制度の内容に所得の高低による（世代内の）不公平がある」については、40代で最も深刻度が高い。

社会保障制度総論

■問題が深刻である_全体（n=2,000)

■20代（n=288)

■30代（n=361)

■40代（n=306)

■50代（n=355)

■60代（n=461)

■70代（n=200)

■80代以上（n=29) SB

深刻度

 

大
0.0

制度の内容に対する

説明が不足している

制度の内容に世代間の

不公平がある

制度の内容に所得の

高低による（世代内の）不公平がある

制度の内容に非効率や

ムダがある

＜※ここでの分析手法（Web一対比較評価法）については、P22～を参照。＞

説明不足
世代間の
不公平

所得の高低による
不公平 非効率やムダ
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29.2 21.8 1.9 7.225.5 14.5

正規雇用化促進や厚生年金適用拡大 高齢者の働く機会拡大
就業支援 育児支援・就労支援の施策を強化・拡大

その他 わからない

43.7 12.3 6.616.6 10.4 10.5

現役世代負担 双方負担はやむを得ない 高齢者負担

現在のまま その他 わからない

24.4 41.2 10.110.5 3.3 10.7

負担を減らす 従来どおりの負担
負担の増加はやむを得ない 大幅な負担の増加もやむを得ない

その他 わからない

63.7

22.3

28.3

42.1

6.2

29.4 6.3

1.9

関心がある まあ関心がある あまり関心がない 関心がない

3-1. 雇用・年金制度について

関心度関心度

問題点・改善点問題点・改善点

給付と負担のバランス給付と負担のバランス

高齢者と現役世代の負担のあり方高齢者と現役世代の負担のあり方

雇用・年金制度

雇用支援策に関する優先課題雇用支援策に関する優先課題

年金制度に「関心がある」人は64%。
「まあ関心がある」人を含めると全体の92%の人が関心をもっている。

年代が高くなるほど関心も高くなる傾向。

雇用支援策に「関心がある」人は22%。
「まあ関心がある」人を含めると全体の64%の人が関心をもっている。

女性の方が関心は高く、「関心がある」・「まあ関心がある」の合計では
男性を6ポイント上回っている。

年代別では、20代、30代の若年層で関心が高め。

「給付水準を保つために、ある程度の負担増加はやむを得ない」と
考える人が最も多く41%。大別すると、負担増について反対が35%、容
認が45%となっている。

「高齢者と現役世代双方の負担の増加はやむを得ない」と考える人が
最も多く44%。

今後最優先すべき雇用支援策についての課題としては意見が分かれ
ている。

年金制度

雇用

 

支援策

自由回答を大別すると「年金制度」「年金負担」「年金給付」
「雇用支援策」に大きく分かれた。

「年金制度」に関しては、“無駄遣いを減らすべき”“年金制度の
抜本的な改革が不可欠”など年金制度自体の不信感からくる
意見が目立つ。

「雇用支援策」に関しては、まずは“雇用の拡大”“正規雇用の促進”
を挙げる人が多い。その他、“定年の引き上げ”、“育児支援策の強
化/女性の雇用支援”などが続く。

“年金未払い問題の解決“を望む声も挙がっている。

全体（n=2,000）

全体（n=2,000）

全体（n=2,000）

全体（n=2,000）
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3-2.公的年金制度に対する意見

 
性別/年代別

公的年金制度に対する意見を確認したところ、「世代間の不公平問題を一層是正すべき」（41%）、「所得の多い高齢者の負担を増やす」（41%）

 
など負担額の是正に関する項目が上位に挙がっている。その他、「未納問題の解決を最優先すべき」（36%）、「将来の自分の年金が正しく

 
支払われるのか不安」（34%）などが続く。

性別でみると、女性は、「サラリーマン家庭の専業主婦の保険料負担の是正」を挙げる人が、男性よりも多く24%となっている。

若い世代ほど、「世代間の不公平問題を一層是正すべき」と考える人が多く、20代では、57%にのぼっており、70代と比べると30ポイント近く高い。

雇用・年金制度

ｎ

若

い

世

代

ほ

ど

払

っ
た

保

険

料

に

対

し

て

年

金

の

受

取

額

は

少

な

く

な

る

、
世

代

間

の

不

公

平

問

題

を

一

層

是

正

す

べ

き

で

あ

る

所

得

の

多

い

高

齢

者

の

負

担

を

増

や

し

、
公

的

年

金

制

度

を

支

え

る

側

に

回

っ
て

も

ら

う

べ

き

で

あ

る

国

民

年

金

の

未

納

が

深

刻

で

あ

り

、
未

納

問

題

の

解

決

を

最

優

先

す

べ

き

で

あ

る

保

険

料

支

払

の

記

録

管

理

が

不

十

分

で

将

来

の

自

分

の

年

金

が

正

し

く

支

払

わ

れ

る

の

か

不

安

で

あ

る

年

金

の

給

付

水

準

が

低

す

ぎ

る

た

め

、
老

後

の

生

活

を

支

え

る

こ

と

が

で

き

る

の

か

不

安

で

あ

る

年

金

基

金

の

資

産

運

用

を

改

善

し

、
給

付

充

実

に

活

用

す

べ

き

で

あ

る

サ

ラ

リ
ー

マ

ン

家

庭

の

専

業

主

婦

な

ど

に

つ

い

て

は

、
本

人

が

保

険

料

を

負

担

せ

ず

に

年

金

を

保

障

さ

れ

て

い

る

が

、
公

平

の

観

点

か

ら

是

正

を

図

る

べ

き

で

あ

る

公

的

年

金

制

度

の

財

政

基

盤

を

強

化

す

べ

き

で

あ

り

、
公

費

負

担

比

率

の

引

き

上

げ

を

確

実

に

行

う

べ

き

で

あ

る

そ

の

他

現

行

の

年

金

制

度

に

特

に

大

き

な

不

安

・

不

満

は

な

い

わ

か

ら

な

い

2000 40.5 40.4 36.0 34.0 33.7 26.9 20.2 16.8 3.6 0.1 5.6

男性 964 39.1 40.0 37.1 33.5 31.0 29.1 16.4 21.7 4.6 0.1 4.8

女性 1036 41.8 40.7 34.8 34.4 36.2 24.8 23.6 12.3 2.6 0.1 6.4

20～29歳 288 57.3 34.0 28.1 38.2 30.2 19.8 16.7 11.8 3.5 0.3 9.0

30～39歳 361 50.7 44.3 33.0 36.3 36.0 24.4 13.3 9.1 3.9 40.5 4.4

40～49歳 306 46.1 39.2 32.0 41.8 38.6 19.3 18.0 11.8 3.6 0.0 7.2

50～59歳 355 32.7 39.2 35.2 35.2 33.2 28.5 25.1 15.5 4.5 0.0 4.5

60～69歳 461 30.8 43.0 40.8 28.9 34.7 31.0 23.9 22.3 3.5 0.0 4.8

70～79歳 200 29.0 40.0 49.0 21.5 25.5 40.0 24.0 31.5 1.5 0.5 4.5

80歳以上 29 17.2 44.8 34.5 31.0 34.5 34.5 17.2 41.4 3.4 0.0 3.4

全体

性

別

年

代

別

全体 +10%以上

全体 +5%以上

全体 -10%以下

全体 -5%以下

公的年金制度に対する意見（3つまで回答可）＜性別/年代別＞

40.5 40.4

36.0
34.0 33.7

26.9

20.2
16.8

5.6

3.6

0.1
0%

20%

40%

60%

全体 男性 女性

30
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3-3.公的年金・雇用支援策に関する問題点・改善点

公的年金制度・雇用支援策に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「雇用支援策」「年金制度」に関する記述がそ

 
れぞれ35%、28%であった。

「雇用支援策」では、“正規雇用化の促進”を挙げる人が多く、その他“定年の引き上げ”や“育児支援策の強化/女性の雇用支援”などの回答

 
が多くみられる。

「年金制度」では、“無駄遣いや無駄な資産運用の改善”を挙げる人が最も多く、“年金制度自体への不信感”なども目立っている。

雇用・年金制度

自由記述での回答
結果を定量化

年金制度関連

 

28.2%

年金給付

 

9.9%

年金負担

 

16.8%

その他

 

17.5%

※「特になし」「わからない」を

 

除いて集計

雇用支援策関連

 

35.1%

公的年金・雇用支援策に関する問題点・改善点_（n=880）

14.2
5.0

2.2
1.3
1.1
1.1
1.1

0.7
1.5

4.0
2.6
2.4

1.9
1.8

1.5
2.6

3.4
3.0

1.5
2.0

9.8
3.5

3.2
3.0
2.7
2.7
2.6

1.8
1.8

1.3
1.1
1.6

11.0
3.4

1.9
1.1

4.9

0% 5% 10% 15% 20%

年金・税金の無駄遣いを減らす/資産運用方法の改善
（単に）制度の抜本的改革/制度がひどすぎる/不信感

厚生年金適用の拡大/強制加入に
年金の管理の徹底

議員年金の廃止・見直し
わかりやすい制度に/複雑すぎる/重要性の啓蒙

民間年金制度/民間による運用
共済年金の廃止・見直し

年金制度その他
未納問題の解決

公平な負担
税負担の拡充/社会保険料はすべて租税化

所得が多い高齢者の負担を増やす（支給額を減らす）
所得相応負担/富裕層負担を増やす（支給額を減らす）

自分の給付の分だけ負担する
年金負担その他

給付水準の引き上げが必要
将来もらえるか不安

生活保護者の不正受給・給付基準の厳格化
年金給付その他

正規雇用を増やすべき・雇用拡大
定年の引き上げ

育児支援策の強化/女性の雇用支援
パート・非正規労働者の待遇改善

高齢者の雇用確保
若年層の就業機会を増やす

ニート・フリーターの甘え
給与水準・最低賃金の引き上げ

派遣制度の見直し
企業・雇用側の意識改革

労働に対する意識改革/教育改革
雇用その他

社会保険庁・厚生労働省の組織改革・公務員の質の向上
（単に）政治が悪い

説明不足・情報開示
景気回復策を早急に打ち出し

その他
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30.2 41.4 4.912.8 1.5 9.4

負担を減らす 従来どおりの負担
負担の増加はやむを得ない 大幅な負担の増加もやむを得ない

その他 わからない

45.0 15.2 5.016.5 10.4 8.1

現役世代負担 双方の負担の増加 高齢者負担

現在のまま その他 わからない

58.0 34.3 6.3 1.4

関心がある まあ関心がある あまり関心がない 関心がない

4-1. 医療制度について
医療制度

関心度関心度

問題点・改善点問題点・改善点

給付と負担のバランス給付と負担のバランス

高齢者と現役世代の負担のあり方高齢者と現役世代の負担のあり方

「給付水準を保つために、ある程度の負担の増加はやむを得ない」と
考える人が最も多く41%。

負担増に関して、大別すると、反対が43%、容認が43%と拮抗している。

「高齢者と現役世代双方の負担の増加はやむを得ない」と考える人が
最も多く45%。

現役世代への負担を求める人が17%、高齢者への負担を求める人が
15%でほぼ同率となっている。

医療制度に「関心がある」人は58%。
「まあ関心がある」人を含めると全体の92%の人が関心をもっている。

女性の方がやや関心が高く、「関心がある」・「まあ関心がある」の合計
では、男性90%、女性94%と女性の方がやや高くなっている。

年代別では、年代が高くなるほど関心も高くなる傾向。
「関心がある」と回答した人は、20代が38%に対して、70代は82%と
40ポイント以上の開きがみられ、世代間での医療制度への関心度の
差が大きい。

自由回答を大別すると「医師・看護師関連」「医療サービス」
「制度改革」に大きく分かれた。

「医療サービス」に関しては、“無駄な医療”“真に必要な人が診療を
受けにくい”などの他、“医療費が高すぎる”“負担が大きい”
といった意見が多くみられる。

「医師・看護師関連」に関しては、“医師・看護師不足”を問題点
として挙げる人が全体の中でも最も多く、気にしている様子。
その他、“過重労働”や“待遇改善”など現場の労働環境の改善を
求める声も多い。

全体（n=2,000）

全体（n=2,000） 全体（n=2,000）
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4-2.医療制度に関する優先課題

 
性別/年代別

医療制度に関して優先的に対処すべき課題を確認したところ、「救急医療の体制が不十分」（43%）、「特定診療科医が不足」（40%）など

 
緊急を要する項目が上位に挙がっている。その他、「真に必要な人が診療を受けにくい」（35%）、「医師・看護師の過重労働などで医療事故が

 
頻繁に発生」（30%）などが続く。

性別でみると、女性は、緊急を要する上位2項目について高めとなっている。

20代、30代で「特定診療科医が不足」を挙げる人が多い。また年代が高くなるほど、「医療保険料や自己負担が高すぎる」との回答が

 
多くなる傾向がみられる。

医療制度

ｎ

救

急

患

者

の

た

ら

い

回

し

な

ど

、

救

急

医

療

の

体

制

が

不

十

分

で

あ

る 小

児

科

医

や

産

婦

人

科

な

ど

の

特

定

診

療

科

医

が

不

足

し

て

い

る

そ

れ

ほ

ど

必

要

も

な

い

人

が

病

院

や

診

療

所

を

安

易

に

利

用

し

、
真

に

必

要

な

人

が

診

療

を

受

け

に

く

い 医

師

・

看

護

師

の

過

重

労

働

な

ど

で

医

療

事

故

が

頻

繁

に

発

生

し

て

い

る

医

療

保

険

料

や

自

己

負

担

が

高

す

ぎ

る

医

療

と

介

護

の

サ
ー

ビ

ス

提

供

機

関

が

ば

ら

ば

ら

で

連

携

が

悪

く

、

患

者

の

ニ
ー

ズ

に

応

え

た

サ
ー

ビ

ス

に

な

っ
て

い

な

い

病

院

、
医

師

に

関

す

る

情

報

が

不

足

し

て

お

り

、
優

れ

た

病

院

・

医

師

を

選

ぶ

の

が

難

し

い

高

額

療

養

費

（
介

護

費

）
制

度

、

低

所

得

者

特

例

措

置

な

ど

、
医

療

費

負

担

に

関

す

る

情

報

提

供

が

少

な

い

診

断

、
治

療

、
費

用

な

ど

、
医

療

に

関

す

る

説

明

が

不

十

分

で

あ

る

認

知

症

な

ど

こ

れ

か

ら

真

に

必

要

と

な

る

医

療

サ
ー

ビ

ス

が

期

待

で

き

な

い

I

T

化

の

遅

れ

等

に

よ

り

、
不

要

な

重

複

検

査

・

診

断

が

行

わ

れ

て

い

る

新

し

い

医

療

技

術

や

薬

剤

な

ど

、

最

新

の

医

療

サ
ー

ビ

ス

が

受

け

ら

れ

な

い

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

2000 42.6 40.1 34.5 30.3 22.5 17.2 15.6 14.5 14.4 13.5 10.0 8.1 2.3 4.4

男性 964 40.4 37.3 35.2 29.7 21.5 17.6 16.8 13.8 15.2 10.6 10.6 9.2 3.2 4.6

女性 1036 44.7 42.7 33.9 30.8 23.4 16.7 14.5 15.2 13.6 16.1 9.5 7.0 1.4 4.2

20～29歳 288 47.6 46.9 35.8 32.6 17.4 11.5 13.2 13.5 12.2 9.7 4.9 5.6 3.1 7.6

30～39歳 361 41.3 50.4 33.0 27.7 21.1 14.4 14.7 13.3 16.6 8.9 9.1 10.2 2.2 3.3

40～49歳 306 41.5 38.9 35.9 32.0 21.2 15.0 16.0 15.0 10.8 14.4 8.5 6.5 2.3 5.6

50～59歳 355 43.4 36.1 33.0 33.5 22.8 16.9 14.4 16.9 14.1 15.2 9.3 7.9 2.8 3.7

60～69歳 461 40.8 33.6 36.7 29.3 25.8 21.5 15.2 12.1 14.8 17.1 14.1 8.9 1.5 3.5

70～79歳 200 42.0 37.0 33.5 26.5 24.5 22.0 20.5 18.0 19.0 15.0 12.0 7.5 2.0 3.5

80歳以上 29 44.8 31.0 17.2 20.7 31.0 31.0 34.5 17.2 13.8 6.9 17.2 13.8 3.4 0.0

全体

性

別

年

代

別

全体 +10%以上

全体 +5%以上

全体 -10%以下

全体 -5%以下

 医療制度について（3つまで回答可）＜性別/年代別＞

34.5

30.3

22.5

17.2
15.6 14.5 14.4

10.0
8.1

4.4
2.313.5

42.6
40.1

0%

20%

40%

60%

全体 男性 女性
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4-3.医療制度に関する問題点・改善点

医療制度に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「医療サービス」「医師・看護師関連」「制度改革」に大別された。

「医師・看護師関連」では、“医師・看護師の不足”が最も多く、“過重労働の解消”や“待遇改善”など医師の労働環境の改善を求める声も

 
多くみられる。

「医療サービス」では、“無駄な医療”や“真に必要な人が診療を受けにくい”“医療費が高すぎる”“負担が大きい”などの意見が目立っている。

医療制度

自由記述での回答
結果を定量化

医師・看護師関連

 

33.3%

医療サービス

 

58.4%

制度改革

 

26.3%

※「特になし」「わからない」を

 

除いて集計

医療制度に関する問題点・改善点_（n=906）

11.9

7.2

5.7

5.3

2.1

1.1

9.9

8.9

6.3

5.8

4.1

3.4

3.3

3.2

1.7

1.7

1.3

1.1

1.1

6.5

6.7

3.6

3.1

2.8

2.3

1.9

1.9

1.4

1.3

1.2
8.3

0% 5% 10% 15% 20%

医者・看護師の不足

医師の過重労働の解消/就労改善

産婦人科・小児科・特定診療科医の不足

医者の質の向上

専門医・開業医が多すぎる/医師が偏りすぎる

医師の所得が高すぎ

無駄な医療/軽症者の安易な医療機関の受診

医療費・保険料が高い/負担が大きい

救急医療の充実・たらい回しを無くす

医療の地域格差

投薬・検査過多

収入・必要度に応じた医療費負担にすべき

高齢者への負担が多い/高齢者へのサービス拡充

手続きが煩雑/待ち時間の解消/効率化・IT化

公平な医療サービス/所得による医療格差

治療内容・会計等の説明不足

患者のモラル低下

高齢者も医療費を負担すべき

高度先進医療・高額医療費の見直し

サービスその他

不安のない医療制度/制度の充実/抜本的見直し

医大・大学病院の改革/医者の育成

税金の無駄遣い

政治・行政改革

予防医学に力を入れる

医療の営利主義

制度がわかりにくい/情報が周知徹底されていない

医療訴訟の増大/医療事故から医師を守る

新薬の早期認可/ジェネリック医薬品の早期普及

後期高齢者医療の廃止・見直し

その他

34
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43.0 15.0 5.116.4 10.0 10.5

現役世代負担 双方の負担の増加 高齢者負担

現在のまま その他 わからない

29.8 37.1 4.513.5 2.4 12.9

負担を減らす 従来どおりの負担
負担の増加はやむを得ない 大幅な負担の増加もやむを得ない

その他 わからない

41.6 39.2 15.9 3.4

関心がある まあ関心がある あまり関心がない 関心がない

5-1. 介護制度について
介護制度

関心度関心度

問題点・改善点問題点・改善点

給付と負担のバランス給付と負担のバランス

高齢者と現役世代の負担のあり方高齢者と現役世代の負担のあり方

「給付水準を保つために、ある程度の負担の増加はやむを得ない」と
考える人が最も多く37%。続いて「給付水準をある程度下げても、
従来どおりの負担とすべき」と回答した人が30%。

負担増に関して、大別すると、反対が43%、容認が40%となっている。

「高齢者と現役世代双方の負担の増加はやむを得ない」と考える人が
最も多く43%。

現役世代への負担を求める人が16%、高齢者への負担を求める人が
15%でほぼ同率となっている。

介護制度に「関心がある」人は42%。
「まあ関心がある」人を含めると全体の81%の人が関心をもっている。

女性の方が関心が高く、「関心がある」・「まあ関心がある」の合計では、
男性77%、女性84%と女性の方が高くなっている。

年代別では、年代が高くなるほど関心も高くなる傾向。
「関心がある」と回答した人は、20代が17%に対して、70代は70%と
50ポイント以上の開きがみられ、世代間での介護制度への関心度の
差が大きい。

自由回答を大別すると「サービス従事者・介護者関連」「介護サービ
ス関連」「制度関連」「介護保険料」に大きく分かれた。

「制度」に関しては、“無駄が多い”“介護認定の厳格化”“制度が
複雑すぎる”など、抜本的な制度改革を求める意見が多くみられる。

「サービス従事者・介護者関連」については、“従事者の待遇改善”を
問題点として挙げる人が多く、全体の18%にのぼっており、重労働
低賃金による介護サービスの低下・離職者増加を危惧する声が
目立っている。

また「介護サービス」に関しては、“施設不足”を挙げる人が多く、
サービス体制をまずは整えるべきだとする意見が多い。

全体（n=2,000）

全体（n=2,000）

全体（n=2,000）
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ｎ

介

護

サ
ー

ビ

ス

従

事

者

の

処

遇

が

悪

く

、
十

分

な

人

材

確

保

が

困

難

で

あ

る

施

設

介

護

の

サ
ー

ビ

ス

に

つ

い

て

、
施

設

数

が

不

足

し

て

お

り

、

入

所

待

ち

が

長

す

ぎ

る

介

護

保

険

料

が

高

す

ぎ

る

要

介

護

認

定

を

厳

格

化

し

、
真

に

ケ

ア

が

必

要

な

方

へ

の

対

応

に

重

点

化

す

べ

き

で

あ

る

介

護

サ
ー

ビ

ス

提

供

者

に

つ

い

て

の

情

報

が

不

足

し

、
優

れ

た

事

業

者

・

施

設

の

選

別

が

困

難

で

あ

る

在

宅

サ
ー

ビ

ス

の

ニ
ー

ズ

が

高

い

の

に

充

足

さ

れ

て

い

な

い

介

護

予

防

の

た

め

の

取

り

組

み

が

不

十

分

で

あ

る

ケ

ア

マ

ネ
ー

ジ

ャ
ー

の

プ

ラ

ン

ニ

ン

グ

能

力

不

足

な

ど

に

よ

り

、

サ
ー

ビ

ス

の

質

が

低

い

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

2000 44.8 40.6 33.0 28.3 27.5 24.0 23.4 11.2 2.4 9.3

男性 964 45.7 35.8 32.4 27.7 26.1 22.0 26.2 11.4 3.3 9.4

女性 1036 43.9 45.1 33.6 28.9 28.7 25.9 20.8 10.9 1.4 9.1

20～29歳 288 43.1 36.8 30.6 18.4 24.0 24.7 21.9 11.8 2.8 14.6

30～39歳 361 41.6 36.0 33.8 25.2 22.2 24.9 24.9 9.4 2.5 13.0

40～49歳 306 45.1 38.2 30.1 25.8 27.1 25.8 21.2 13.4 1.3 10.1

50～59歳 355 45.6 45.9 33.8 25.6 28.5 23.9 20.8 11.8 2.8 6.2

60～69歳 461 47.3 43.4 33.2 36.0 29.9 22.3 26.9 11.1 2.8 5.6

70～79歳 200 44.5 42.0 37.5 36.0 33.0 21.0 24.0 10.0 1.5 8.0

80歳以上 29 51.7 41.4 34.5 48.3 41.4 34.5 13.8 3.4 0.0 3.4

全体

性

別

年

代

別

全体 +10%以上

全体 +5%以上

全体 -10%以下

全体 -5%以下

介護保険制度について（3つまで回答可）＜性別/年代別＞

44.8

40.6

33.0

28.3 27.5
24.0 23.4

11.2
9.3

2.4

0%

20%

40%

60%

全体 男性 女性

5-2.介護保険制度に関する優先課題

 
性別/年代別

介護保険制度に関して優先的に対処すべき課題を確認したところ、「十分な人材確保が困難」（45%）、「施設数が不足」（41%）など

 
介護サービスを提供する上での環境が整っていないことを挙げる人が多い。その他、「介護保険料が高すぎる」（33%）が続く。

性別でみると、女性は「施設数が不足」、男性は「介護予防のための取組みが不十分」を挙げる人が比較的多い。

年代が高くなるほど、「真にケアが必要な方への対応に重点化すべき」を挙げる人が多くみられる。また、若年層ほど、「わからない」と

 
回答した人が多く、やはり介護制度への関心が薄い様子。

SB

介護制度
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5-3.介護保険制度に関する問題点・改善点

介護制度に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「制度関連」「サービス従事者・介護者関連」「介護サービス関連」

 
などに大別された。

「制度関連」では、“無駄が多い/政治の怠慢/行政改革”など抜本的な改革を求める意見が多く、その他“介護認定の厳格化”“制度が複雑

 
すぎる”なども目立っている。

「サービス従事者・介護者関連」では、“介護サービス従事者の待遇改善”が突出しており18%にのぼっている。

介護制度

自由記述での回答
結果を定量化

サービス従事者

 

・介護者関連

 

28.2%

介護サービス関連

 

26.1%

制度関連

 

39.7%

介護保険料

 

10.9%

介護保険制度に関する問題点・改善点_（n=760）

17.6

5.7

2.0

1.7

1.2

7.2

3.6

3.6

2.2

2.0

1.3

1.2

0.9

4.1

8.7

7.6

7.2

4.3

4.3

3.6

2.5

1.4

5.0

2.1

0.8

3.0

6.3

0% 5% 10% 15% 20%

サービス従業者の待遇の改善

サービス従業者の不足

ケアマネージャの能力の向上

サービス従業者の質が低い

外国からの従事者受け入れ

介護施設の不足

サービス内容がよくない・充実していない

介護施設の質が低い

介護サービス・施設の利用料が高すぎる

在宅サービスの充実

地域格差の是正

国営サービスの拡充

サービスの利用・給付手続きが煩雑

介護サービスその他

無駄が多い/政治の怠慢/行政改革

介護認定の厳格化

制度内容がわかりにくい・不透明

必要な人がサービスを受けられない

（単に）抜本的見直しが必要

介護予防の実践

将来介護が受けられるか不安

介護保険制度は必要ない

介護保険料が高すぎる

高所得者に高負担を/所得に応じた負担を

介護保険料は任意にすべき

介護保険料その他

その他

※「特になし」「わからない」を

 

除いて集計
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22.7 42.4 3.87.5 12.8 10.9

公が支援すべき政策ではない 負担増を求めてまでの拡充は不要
多少の負担増はやむを得ない 相応の負担増はやむを得ない

その他 わからない

26.9 39.2 26.1 8.0

関心がある まあ関心がある あまり関心がない 関心がない

6-1. 少子化対策について
少子化対策

関心度関心度

問題点・改善点問題点・改善点

少子化対策（子育て支援）の負担のあり方少子化対策（子育て支援）の負担のあり方

「拡充を図るべきであり、そのために多少の負担増となることについては
やむを得ない」と考える人が最も多く42%。

少子化対策のための負担増について、容認する人が過半数を超え
55%となっており、反対する人を25ポイント上回っている。

少子化対策に「関心がある」人は27%。
「まあ関心がある」人を含めると全体の66%の人が関心をもっている。

女性の方がやや関心が高く、「関心がある」・「まあ関心がある」の合計
では、男性64%、女性68%と女性の方が高くなっている。

年代別では、20代、30代の若年層で関心が高め。一方、40代、
50代は他世代よりも少子化対策に対する関心は低くなっている。

自由回答を大別すると「仕事との両立」「支援の拡充」「社会・意識の
改革」「対策不要」に大きく分かれた。

「支援の拡充」に関しては、“保育・託児施設”や“子育て手当て”など
子育てに関するハード面・経済面での支援拡充を求める意見が
出された。

「社会・意識の改革」については、“社会で支える仕組み”“安心して
出産・子育てができるシステム”など国全体で意識を変えていくべきと
する声が挙げられた。

一方で、少子化対策については、“国が関与すべきではない“”子供が
増えても根本的な解決にはならない”など少子化対策自体を否定
する意見も出された。

全体（n=2,000）全体（n=2,000）
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6-2.少子化対策への関心度

 
性別/年代別

少子化対策に「関心がある」と回答した人は全体の27%。「まあ関心がある」と回答した人を含めると、全体の66%の人が関心を寄せている。
性別でみると、女性の方が関心が高く、「関心がある」・「まあ関心がある」の合計では68%と男性を4ポイント上回っている。
年代別では、20代、30代の若年層で関心が高い。特に30代では「関心がある」と回答した人は43%、「まあ関心がある」と合わせると、77%と最も高く

 
なっている。
一方、40代、50代は他世代よりも少子化対策に対する関心は低くなっている。

少子化対策

SB

少子化対策への関心度＜性別/年代別＞

26.9

24.9

28.7

35.8

42.7

22.5

14.9

23.6

23.0

10.3

39.2

38.9

39.4

33.0

34.6

34.6

41.7

43.6

46.0

55.2

27.7

24.5

21.2

17.7

30.7

32.7

27.6

12.1

5.0

6.9

66.0

63.8

68.1

68.8

77.3

57.2

56.6

67.2

69.0

65.5

26.1

27.3

26.0

10.7

5.4

10.1

8.5

8.0

5.0

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体_(n=2,000)

男性_(n=964)

女性_(n=1,036)

20～29歳_(n=288)

30～39歳_(n=361)

40～49歳_(n=306)

50～59歳_(n=355)

60～69歳_(n=461)

70～79歳_(n=200)

80歳以上_(n=29)

性
別

年
代

別

関心がある まあ関心がある あまり関心がない 関心がない

「関心がある」+

 
「まあ関心がある」
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6-3.少子化対策の負担のあり方

 
性別/年代別

少子化対策の負担のあり方を確認したところ、

 

「拡充を図るべきであり、そのために多少の負担増となることについてはやむを得ない」と

 
考える人が最も多く42%。

 

「国民に負担増を求めてまで、拡充する必要はない」と回答した人は23%となっている。

少子化対策のための負担増について容認する人が、過半数を超え55%となっており、反対する人を25ポイント上回っている。

性別でみると、男性の方が容認が多く、60%の人が「やむを得ない」と認識しており、女性よりも10ポイント近く上回っている。

年代別では、関心の低い40代、50代は負担増に対してやや難色を示している人が多くみられる。

少子化対策

SB

わからない

負担増 反対

負担増 容認

負担増反対
30%

負担増容認
55%

 少子化対策の負担のあり方＜性別/年代別＞

8.8

9.6

19.6

25.5

22.9

20.5

28.8

21.7

42.4

44.8

40.2

41.7

44.3

36.3

41.1

44.0

47.5

44.8

3.8

4.1

3.5

3.1

2.8

4.2

5.1

3.7

3.4

8.3

13.3

13.2

8.0

11.4

11.3

11.3

9.5

17.2

7.8

3.8

8.1

7.5

10.3

6.0

7.5

7.0

22.7

20.7

20.6

23.5

3.4

9.5

12.6

11.3

10.5

16.9

15.3

10.6

15.0

12.8

4.0

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体_(n=2,000)

男性_(n=964)

女性_(n=1,036)

20～29歳_(n=288)

30～39歳_(n=361)

40～49歳_(n=306)

50～59歳_(n=355)

60～69歳_(n=461)

70～79歳_(n=200)

80歳以上_(n=29)

性
別

年
代

別

少子化対策(子育て支援)は、特に公が支援すべき政策ではない
少子化対策（子育て支援）は現在の水準で十分であり、国民に負担増を求めてまで、拡充する必要はない
少子化対策（子育て支援）の拡充を図るべきであり、そのために多少の負担増となることについてはやむを得ない
少子化対策（子育て支援）を大幅に拡充すべきであり、そのために相応の負担増となることについてはやむを得ない
その他
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ｎ

男

女

と

も

に

育

児

休

業

や

育

児

期

の

短

時

間

勤

務

を

取

得

し

や

す

く

す

る

な

ど

、
働

き

方

の

見

直

し

保

育

所

、
放

課

後

児

童

ク

ラ

ブ

等

の

仕

事

と

子

育

て

の

両

立

を

支

え

る

サ
ー

ビ

ス

の

量

・

質

の

充

実
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の
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を

支

え

る

サ
ー
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ス

現

場

に
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る
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用

改

善

に
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利

用

者

の

ニ
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に
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ス

の
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供

（
例

え

ば

入

所

決

定

の

早

期

化

な

ど

）

育

児

不

安

・

負

担

を

解

消

す

る

た

め

の

相

談

機

能

や

一

時

預

か

り

等

、
全

て

の

家

庭

が

利

用

で

き

る

サ
ー

ビ

ス

の

充

実

妊

婦

健

診

・

出

産

や

不

妊

治

療

へ

の

支

援

の

拡

大

出

産

・

子

育

て

時

の

一

時

金

支

給

拡

充

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

2000 44.4 41.8 40.0 38.7 29.6 29.3 3.7 9.4

男性 964 42.7 39.4 39.5 36.8 28.2 33.3 4.8 9.1

女性 1036 45.8 44.0 40.4 40.4 30.9 25.6 2.6 9.6

20～29歳 288 55.2 30.9 34.4 34.7 36.5 42.4 1.7 8.3

30～39歳 361 44.3 39.6 30.2 35.7 40.7 39.6 5.5 6.6

40～49歳 306 42.5 44.1 39.5 34.3 27.5 25.8 3.6 10.1

50～59歳 355 42.0 43.9 42.5 41.7 20.3 21.7 4.2 10.7

60～69歳 461 42.3 45.1 46.4 43.0 27.5 22.1 2.8 10.4

70～79歳 200 40.0 46.5 48.0 39.5 24.5 28.0 4.0 10.0

80歳以上 29 48.3 41.4 34.5 51.7 27.6 24.1 3.4 6.9

全体

性

別

年

代

別

全体 +10%以上

全体 +5%以上

全体 -10%以下

全体 -5%以下

少子化対策について（3つまで回答可）＜性別/年代別＞

44.4
41.8

40.0 38.7

29.6 29.3

9.4

3.7

0%

20%

40%

60%

全体 男性 女性

6-4.少子化対策に関する優先課題

 
性別/年代別

少子化対策（子育て支援）に関して優先的に対処すべき課題を確認したところ、「育児休業や育児期の短時間勤務を取得しやすくする」（44%）、

 
「仕事と子育ての両立を支えるサービスの量・質の充実」（42%）、「利用者ニーズに即応したサービスの提供」（40%）が多く挙げられており、仕事と子育

 
ての両立を支援するサービスの充実を求める人が多い様子。

性別でみると、多くの分野で女性の関心の高さが伺われるが、「出産・子育て時の一時金支給拡充」を優先すべきと考える人は女性より男性が多い。

20代、30代では「出産・子育て時の一時金支給拡充」「妊婦健診・出産や不妊治療への支援の拡大」を支持する割合が、他世代と比べると高い。

少子化対策

SB
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6-5.少子化対策に関する問題点・改善点

少子化対策（子育て支援）に関する問題点・改善点について自由記述で回答を求めたところ、「支援の拡充」「社会・意識の改革」「仕事との両

 
立」などに大別された。

「支援の拡充」では、“保育・託児施設”や“子育て手当・支援”“補助金”など子育てに関するハード面、経済面での支援拡充を挙げる人が

 
多くみられる。

「社会・意識の改革」では、“社会で支える仕組み”“安心して出産・子育てができるシステム”など国全体の意識を変えていくべきとする意見が

 
挙がっている。

少子化対策

自由記述での回答
結果を定量化

仕事との両立

 

23.2%
仕事との両立

 

23.2%

支援の拡充

 

41.1%

社会・意識の改革

 

35.1%

対策不要

 

7.0%

少子化対策（子育て支援）に関する問題点・改善点_（n=866）

13.0

8.3

0.8

1.0
8.4

6.7

6.6

4.0

3.2

2.7
2.2

1.6

1.6

1.0

0.9

0.7

1.4
7.6

7.2

5.8

4.0

3.1

2.0
1.5

1.0

1.0

0.9

0.9

5.0
1.4

0.7
6.1

0% 5% 10% 15% 20%

出産後も母親が働きやすい環境/共働きへの支援

男女ともに育児休業を取得しやすくする

専業主婦への支援も必要
仕事との両立その他

保育・託児施設の拡充

子育て手当・支援の拡充

妊婦検診や出産費用の補助金拡充

産婦人科や小児科の充実

不妊治療への支援拡充

教育費の補助・引き下げ
地域格差の是正/自治体の支援拡充

子どもの医療費の支援

収入・家族構成による補助格差をなくす

病児保育施設の拡充

第２子以降の補助拡充

相談窓口・コミュニティの整備
支援の拡充その他

安心して子育てができる環境が必要

所得増大・企業の賃金アップ・雇用の安定

親の教育・モラル向上が必要

（単に）少子化対策は重要である

税金の無駄遣いをやめる/政治が悪い
結婚の促進・意識改革

海外の事例を参考にすべき

以前より支援はよくなっている

教育格差の是正

核家族化の歯止めが必要

高齢者の経験を活用

少子化対策が本当に必要か疑問
現状では出生率を増やせない

金銭的支援は必要ない

その他

※「特になし」「わからない」を

 

除いて集計
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Q.あなたは、以下のA～Eの中で、最も関心があるのはどれですか。
1つだけお選びください。

A ○
B ○
C ○
D ○
E ○

Q.あなたは、以下のA～Eについてどの程度関心がありますか。
それぞれについてあなたのお考えに近いものを1つだけお答えください。

関心がある
まあ関心が

ある
あまり関心
がない

関心がない

A → ○ ○ ○ ○
B → ○ ○ ○ ○
C → ○ ○ ○ ○
D → ○ ○ ○ ○
E → ○ ○ ○ ○

参考：Web一対比較評価法について

メリット

Ａ～Ｅの全ての項目に対する評価の程度がわかる

メリット

Ａ～Ｅの全ての項目に対する評価の程度がわかる

メリット

回答者が選択しやすい

メリット

回答者が選択しやすい

デメリット

多段階評価のため、設問数や評価項目が多い場合に回答者の負担が
大きくなる

同じ評価を受けたもの同士の差がわからない

デメリット

多段階評価のため、設問数や評価項目が多い場合に回答者の負担が
大きくなる

同じ評価を受けたもの同士の差がわからない

デメリット

1つしか選択できないため、残りの選択肢に対する評価の程度がわからない

デメリット

1つしか選択できないため、残りの選択肢に対する評価の程度がわからない

■ 従来よく行なわれている順位法と絶対評価法

＜絶対評価法＞＜順位法＞

順位法と絶対評価法の両方の課題を解決した方法が

 

「※

 

Web一対比較評価法

 
」

※

 

２つの対象物に対する比較評価を連続的に行なうことにより、評価の順位と程度がわかる方法。
さらにWebを用いることにより、設問のランダム提示が可能となり、より精度の高い分析が可能となる。
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Q.以下の2つの事柄について比較してお答えください。

○ ○

関心があるもの

A B

よりこちら よりこちら

参考：Web一対比較評価法について

・・・・

＜画面1＞

＜画面2＞

＜画面10＞

0.0

D B A E C

○ ○

関心があるもの
よりこちら よりこちら

B C

○ ○

D E

関心があるもの
よりこちら よりこちら

対象物を2つ抽出し、横に並べてどちらがふさわしいか（該当するか）を回答者

 
に選択してもらいます。

これを全組合せについて繰り返し行ないます。

 
（ここではA～Eの5つの対象物なので全組合せは10通り）

Web一対比較評価法のメリット

対象物が2つなので、回答者にとって迷いが少なく回答しやすい

全組合せについてきめ細かく評価することが可能になり、評価の順位
とその程度を一軸上で把握することが可能となる

Web一対比較評価法のメリット

対象物が2つなので、回答者にとって迷いが少なく回答しやすい

全組合せについてきめ細かく評価することが可能になり、評価の順位
とその程度を一軸上で把握することが可能となる

＜画面イメージ＞

■ Web一対比較評価法

＜アウトプットイメージ＞

全組合せについて確認したそれぞれの対象物の選択率（ここでは「関心がある」方）をもとに、各対象物を一軸上に並べます。

軸上の「0.0」は、回答者による選択率がちょうど５割であることを意味しており、「0.0」より右側が選択率が５割より高く、左側が５割より低いということを意味して
います。つまり、評価対象が右にあるほど、より多くの回答者に選択されている（ここでは「関心がある」）ことを表しています。

また、対象物間の間隔が広いほど、その指標の度合いに開きがあることを表しています。

より関心が高い
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※下記の追加所要額に加え、基礎年金に係る国庫負担割合の2分の１への引上げ分（消費税率換算１％程度（2009年度で2.3兆円））が必要となる。

必要額
（公費ベース）

消費税率換算

○税方式を前提とする場合 約１２～２８兆円 ３ １/２～８ １/２％程度

○社会保険方式を前提とする場合

　低年金・無年金者対策の強化
　　・最低保障機能の強化
　　・基礎年金額の改善
　　・受給権確保に係る措置の強化
　　　　　（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収）　　　　　　　等

医療・介護

医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施
　急性期医療の充実強化、重点化、在院日数の短縮化
　　（スタッフの充実等）
　機能分化・機能連携による早期社会復帰等の実現
　　（地域包括ケア、訪問介護・訪問看護・訪問診療の充実等）
　在宅医療・介護の場の整備とサービスの充実
　　（グループホーム、小規模多機能サービスの充実等）　　　　　　等

約４兆円 １％強

少子化対策

親の就労と子どもの育成の両立を支える支援
　（３歳未満児の保育サービスの利用率　20％→38～44％）
　（学齢期（小１～３年生）の放課後児童クラブ利用率　19％→60％）
　（出産前後に希望どおりに継続就業でき、育児休業を取得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第１子出産前後の継続就業率38％→55％））
すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組
　（望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実）　　　　等

約１．３～２．１兆円 ０．４～０．６％程度

○税方式を前提とする場合 約１７～３４兆円 ５～１０％程度

○社会保険方式を前提とする場合 約７．６～８．３兆円 ２．３～２．５％程度

○税方式を前提とする場合 ６～１１％程度

○社会保険方式を前提とする場合 ３．３～３．５％程度

（注１）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」、「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用の

      シミュレーション（Ｂ２シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ-１（医療の伸びはケース①）」を用いた。

（注２）少子化対策に係る追加費用については、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示した次世代育成支援の社会的コストの推計を基に、現行の関連する制度の公費負担

　　割合を当てはめて算出した。なお。ここには児童手当等の経済的支援の拡充に要する費用は計上していない。

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）
（社会保障国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）

改革の方向性
（新たな施策）

２０１５年度

社会保障の
機能強化に加え

基礎年金の
国庫負担割合

引上げ分を加味

合計

約２．６兆円 １％弱
基礎年金

2015年度
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※下記の追加所要額に加え、基礎年金に係る国庫負担割合の2分の１への引上げ分（消費税率換算１％程度（2009年度で2.3兆円））が必要となる。

必要額
（公費ベース）

消費税率換算

○税方式を前提とする場合 約１５～３１兆円 ３ １/２～８％程度

○社会保険方式を前提とする場合

　低年金・無年金者対策の強化
　　・最低保障機能の強化
　　・基礎年金額の改善
　　・受給権確保に係る措置の強化
　　　　　（免除の活用、厚生年金適用拡大、強制徴収）　　　　　　　等

医療・介護

医療・介護の充実強化と効率化を同時に実施
　急性期医療の充実強化、重点化、在院日数の短縮化
　　（スタッフの充実等）
　機能分化・機能連携による早期社会復帰等の実現
　　（地域包括ケア、訪問介護・訪問看護・訪問診療の充実等）
　在宅医療・介護の場の整備とサービスの充実
　　（グループホーム、小規模多機能サービスの充実等）　　　　　　等

約１４兆円 ４％弱

少子化対策

親の就労と子どもの育成の両立を支える支援
　（３歳未満児の保育サービスの利用率　20％→38～44％）
　（学齢期（小１～３年生）の放課後児童クラブ利用率　19％→60％）
　（出産前後に希望どおりに継続就業でき、育児休業を取得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第１子出産前後の継続就業率38％→55％））
すべての子どもの健やかな育成の基盤となる地域の取組
　（望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実）　　　　　等

約１．６～２．５兆円 ０．４～０．６％程度

○税方式を前提とする場合 約３１～４８兆円 ８～１２％程度

○社会保険方式を前提とする場合 約１９～２０兆円 ５％程度

○税方式を前提とする場合 ９～１３％程度

○社会保険方式を前提とする場合 ６％程度

（注１）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」、「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用の

      シミュレーション（Ｂ２シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ-１（医療の伸びはケース①）」を用いた。

（注２）少子化対策に係る追加費用については、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において示した次世代育成支援の社会的コストの推計を基に、現行の関連する制度の公費負担

　　割合を当てはめて算出した。なお。ここには児童手当等の経済的支援の拡充に要する費用は計上していない。

社会保障の機能強化のための追加所要額（試算）
（社会保障国民会議及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略に基づく整理）

２０２５年度
改革の方向性
（新たな施策）

社会保障の
機能強化に加え

基礎年金の
国庫負担割合

引上げ分を加味

合計

約２．９兆円 １％弱
基礎年金

2025年度
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※

 

名目成長率は、2007年度2.2%、2008年度2.8％、2009年度3.3%、2010年度3.7%、2011年度3.9%、2012年度以降は
賃金上昇率マイナス0.5％ポイントを仮定。

足下の経済前提については、2007年1月「進路と戦略」内閣府試算を用い、
2012年度以降の長期の前提は、以下の４とおりとする。

足下の前提

2012年度以降の長期の前提

（注）ケースⅠ-1及びケースⅠ-2は、平成19年10月17日の経済財政諮問会議に示された「給付と負担の
選択肢について」の試算における成長ケース及び制約ケースの前提、ケースⅡ-1及びケースⅡ-2は、
「人口の変化等を踏まえた年金財政への影響（暫定試算）：平成19年2月（厚生労働省年金局）」
における基本ケース及び参考ケースの前提をそれぞれ踏まえたもの。

ケースⅠ-1 ケースⅠ-2 ケースⅡ-1 ケースⅡ-2

物価上昇率

賃金上昇率

運用利回り

１．６％

３．７％

４．９％

１．１％

２．６％

４．０％

１．０％

２．５％

４．１％

１．０％

２．１％

３．２％

2006 2007 2008 2009 2010 2011

物価上昇率

賃金上昇率

運用利回り

0.3%
0.0%
1.7%

0.5%
2.5%
2.4%

1.2%
3.0%
3.0%

1.7%
3.5%
3.7%

1.9%
3.8%
4.1%

1.9%
4.1%
4.4%

参考：経済前提
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保険料
56.4兆円

年　金
50.5兆円
（52.8％）

国庫負担
22.4兆円

医療
29.8兆円
（31.1％）

地方負担
8.6兆円（うち介護 6.9兆円）

資産収入等
福祉その他

15.4兆円(16.１％)

社会保障給付に係る公費負担と消費税との関係

 
（現状）

○ 社会保障給付費は約96兆円（年金が約５割、医療が約３割）
○ この給付（96兆円）を保険料（約6割）と公費（国・地方）（約3割）などの組合せにより賄う

社会保障給付費（平成20年度予算ベース）

給付費

 

95．7兆円
（ＮＩ比

 

24.9%）
財源

 

87．5兆円＋資産収入

保険料の例
年金

国民年金
14,410

(H20.4-)
厚生年金
14.996% 

(H19.9-)
医療保険

政管健保
8.2％

介護保険
１号保険料平均

4,090円

（注）少子化に係る公費負担には社会保障給付費の集計対象となっている児童手当、児童

 
扶養手当、保育所運営費（一般財源化した経費を含む）、出産育児一時金等に係る公費負

 
担を計上している。また、社会保障給付費に含まれない児童・家族関係社会支出としては就

 
学前教育（約５千億円）、放課後子ども教室に係る費用（約0.1千億円）、妊婦健診に係る費

 
用（約0.5千億円）がある。

年金
医療
介護

少子化

27.0兆円

消費税収

13.2兆円

公費負担計

 

31.0兆円

13.8兆円
17.8兆円

その他

 

4.0兆円
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社会保障の機能強化を行った場合の公費負担総額（粗い推計）（2015年度）

（注１）「社会保障国民会議における検討に資するために行う公的年金制度に関する定量的なシミュレーション」、「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療・介護費用の

シミュレーション（Ｂ２シナリオ）」等に基づく。経済前提は「ケースⅡ-１（医療の伸びはケース①）」を用いた。また、年金については社会保険方式を前提とする場合の数値である。

（注２）年金に係る公費負担には基礎年金に係る費用を計上している。なお、平成20年度予算においては、基礎年金に係る公費負担の他、厚生年金の昭和36年4月前の加入期間の給

付に係る国庫負担等を計上している。

（注３）少子化に係る公費負担は「児童・家族関係社会支出」に係る費用を計上している。なお、平成20年度予算においては、社会保障給付費の集計対象となっている児童手当、児童扶

養手当、保育所運営費（一般財源化した経費を含む）、出産育児一時金等に係る公費負担を計上しており、社会保障給付費に含まれない児童・家族関係社会支出としては就学

前教育（約５千億円）、放課後子ども教室に係る費用（約0.1千億円）、妊婦健診に係る費用（約0.5千億円）がある。

年金・医療・介護・

少子化に係る公費負担

年金・医療・介護・少子化に

 
係る公費負担

（平成20年度予算ベース）

消費税

1%当たり

[3.3兆円]

消費税収

（国・地方）

[16.4兆円]

［43.5~44.3兆円］

年金

［15兆円］

医療

［17兆円］

介護

［7兆円］

少子化

［5.3～6.1兆円］

［36兆円］

社会保障制度の機能

強化による公費負担

［7.6～8.3兆円］

年金

［8.1兆円］

医療

［12.0兆円］

介護

 

［3.9兆円］

少子化

 

［3.0兆円］

［27.0兆円］

［27.0兆円］

消費税率換算
２～３％程度

（参考）2015年の消費税収

基礎年金の
国庫負担割合

1/3→1/2
への引上げ

消費税率換算
１％程度
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